
31 年度学習支援活動垂水区 

 

 １、小学校からの要請状況 

特別支援   教科指導補助   給食・清掃指導 

塩屋北小学校     ◎ 

西脇小学校       〇 

多聞東小学校     〇 

福田小学校       〇 

西舞子小学校                                 〇 

舞多聞小学校     〇           〇 

（◎；継続 〇；新規） 

２、塩屋北小学校 

要請は特別支援 20 名 

現在特別支援地域交流グループ「ＳＣ塩北」と 

＜わ＞の青野、妹尾、植田、石田、岡本が対応中 

３、西脇小学校（(地域交流：パールブリッジ) 

要請は特別支援 1 名                   新たな支援者が必要 

４、多聞東小学校(地域交流：垂水多聞会) 

要請は特別支援  多ければ多いほど、助かります！！ 

新たな支援者が必要 

５、福田小学校(地域交流：ジェームス山) 

要請は特別支援 1～2 名               新たな支援者が必要 

６、西舞子小学校(地域交流：パールブリッジ) 

要請は給食・清掃指導 2～4名         新たな支援者が必要 

７、舞多聞小学校(地域交流：垂水多聞会) 

要請は   特別 支援 2～3 名          新たな支援者が必要 

教科指導 補助 2～3 名               新たな支援者が必要 

８、活動の進め方 

学習支援活動に応募される方には「要請校からの支援要請書」を別途お渡しします。 

支援要請書に記載されている小学校の担当者と直接連絡を取り、内容の確認を行って 

下さい。 

小学校と打ち合わせ合意の上で、支援活動をスタートしてください。 

＊詳細は資料「 31 年度学習支援活動の進め方」をご確認ください。 

 

グループわ学習支援担当  



            31 年度学習支援活動の進め方 

                                    2019-2/19  

                               

１、 グループわ 学習支援担当は、小学校からの「区毎の学習支援要請一覧表」を作成し

て、その区の区会長へ送付します。 

２、 学習支援担当は、区会長へ関係する「要請校からの学習支援要請書」を送付します。 

３、 区会長は区会員へ小学校からの学習支援要請内容を広く情報連絡します。 

４、 新たな学習支援者が応募してきたら、区会長は新たな学習支援者に「要請校からの支

援要請書」をコピーして渡します。 

５、 新たな学習支援者は支援要請書に記載されている小学校の担当者と直接連絡を取り、

具体的な支援内容と支援のやり方を話し合い、双方の合意のうえで支援活動に入りま

す。 

６、 小学校と合意し学習支援を開始することになったら、新たな学習支援者は、区会長と

グループわ 学習支援担当へ支援内容、支援頻度などを連絡して下さい。 

７、 新たな学習支援者は「子どもたちの学習支援活動 登録票」（わ ホームページの会

員用ページ参照）を作成し、グループわ 学習支援担当へ送付してください。 

８、 グループわ 学習支援担当は、学習支援活動登録者へグループわ の「学習支援者の

集いの案内」などを送付します。 

９、 グループわ 学習支援担当は、学習支援活動登録者へ、「学期毎の活動報告書」の作

成依頼を毎学期末に行います。 

１０、学習支援活動登録者はグループわ 学習支援担当へ学期毎の活動報告書を作成し送

付します。 

１１、グループわ 学習支援担当は、学習支援活動登録者に次年度の「学習支援活動の意向

確認書」を毎年 2 月に送付します。 

１２、学習支援活動登録者は次年度の学習支援活動の意向を確認書に記載して送付します。 

 

                    グループわ 学習支援担当 岡本紘一                        
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